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【公表日】平成27年5月21日(2015.5.21)
【年通号数】公開・登録公報2015-034
【出願番号】特願2015-506134(P2015-506134)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 307/89     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  307/89     　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｄ  307/89     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月23日(2016.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非プロトン性溶媒中で、かつ、溶解した均質なパラジウム触媒、および塩基の存在下で
、クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジオンをエチンと反応さ
せて、沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）
を得る工程と、
　得られた沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオ
ン）を反応混合物から分離する工程と
を含む、（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）を得る
方法。
【請求項２】
　前記沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）
を、水と異なり、前記塩基の形成したクロロ、ブロモまたはヨード塩を溶解する洗浄剤で
洗浄する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記洗浄は、前記得られた沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラ
ン－１，３－ジオン）を反応混合物から分離する工程の前および／または後に実施される
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）
を洗浄剤で洗浄する工程は、２５～１２５℃の温度で実施される、請求項２または３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記洗浄剤は、カルボン酸、極性非プロトン性溶媒ならびにクロロホルムからなる群か
ら選択される、請求項２～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記洗浄剤は、カルボン酸である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　酸洗浄した、沈殿した（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベンゾフラン－１，３－
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ジオン）を、極性非プロトン性溶媒で洗浄する工程をさらに含む、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジオンが、５－ハロ
イソベンゾフラン－１，３－ジオンであり、前記（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソ
ベンゾフラン－１，３－ジオン）が５，５’－（エチン－１，２－ジイル）ビス（イソベ
ンゾフラン－１，３－ジオン）である、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記均質なパラジウム触媒が、ビス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）ジ
クロリド、パラジウム（ＩＩ）ジクロリド、テトラキス（トリフェニルホスフィン）－パ
ラジウム（０）、トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム（０）、酢酸パラジウ
ム（ＩＩ）、ジクロロビス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）、ビス（アセ
トニトリル）パラジウム（ＩＩ）およびビス（ベンゾニトリル）パラジウム（ＩＩ）ジク
ロリドからなる群から選択される、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジオンとエチンとの
反応が銅塩の存在下で実施される、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記反応混合物は前記クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジ
オンを含み、前記均質なパラジウム触媒および前記塩基は前記塩基と異なる非プロトン性
溶媒をさらに含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジオンをエチンと反
応させる工程が、前記クロロ－、ブロモ－またはヨードイソベンゾフラン－１，３－ジオ
ン、前記均質なパラジウム触媒および前記塩基を含む反応混合物に対してエチンの過圧を
付与することによって実施され、前記反応混合物を撹拌することを含む、請求項１～１１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記反応が６０～１００℃の温度で実施される、請求項１～１２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記塩基が非プロトン性塩基である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記沈殿した生成物を５０～１５０℃の温度にて減圧下で乾燥させる工程をさらに含む
、請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
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